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※この商品解説書は、商品の概要を解説したものです。

この保険の取扱いに際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
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Ⅰ．特徴と仕組み
１．特徴
＜１＞七大疾病、就労不能、介護という９つのリスクから経営者を守ります。

＜２＞保険料の払込免除があります。

被保険者が不慮の事故を原因とする身体障害の状態に該当した場合、次期以降の保険料の払込が免除されます。

＜３＞解約返戻金があるタイプとないタイプがあります。

「無解約返戻金型総合生活障害保障保険」は「総合生活障害保障保険」と比較し、保険料が割安になっています。また、死亡給付金はありません。
＜差異のイメージ＞

	
	総合生活障害保障保険
	無解約返戻金型

総合生活障害保障保険

	総合生活障害保険金
	あり
	あり

	死亡給付金
	あり
	なし

	解約返戻金
	あり
	なし


＜４＞総合生活障害保険金は分割して受取ることができます。
年金支払特約を付加することにより、総合生活障害保険金の全部または一部を分割して受取ることも可能です。
＜５＞契約後に当社の定める条件のもと、無診査・無告知で同種の保険（※）に切り換えることが可能です。

（※）同種の保険について
	変換前契約
	変換後契約

	総合生活障害保障保険
	総合生活障害保障保険
無解約返戻金型総合生活障害保障保険

	無解約返戻金型
総合生活障害保障保険
	総合生活障害保障保険
無解約返戻金型総合生活障害保障保険


２．仕組図
＜１＞総合生活障害保障保険（解約返戻金のあるタイプ）






▲          ▲                                                     ▲

責任開始期  悪性新生物の責任開始日（※）                           満了

＜２＞無解約返戻金型総合生活障害保障保険（解約返戻金のないタイプ）

▲          ▲                                                     ▲
責任開始期  悪性新生物の責任開始日（※）                           満了
（※）悪性新生物の責任開始日
悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して91日目（「悪性新生物の責任開始日」といいます。）に開始されます。
Ⅱ．保障内容
１．支払事由など
＜１＞支払事由・支払額・受取人

	保険金
・

給付金
	支払事由
	支
払
額
	受
取
人

	総合生活障害保険金
	つぎのいずれかに該当したとき

（１）七大疾病により所定の事由（※１）に該当
（２）就労不能：つぎのいずれかに該当
①国民年金法にもとづく障害等級１級または２級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき。
ただし、精神障害の状態に該当している場合を除きます。
②所定の就労不能状態（※２）に該当

（３）介護：つぎのいずれかに該当
①公的介護保険制度により要介護３以上と認定
②満６５歳未満の被保険者が公的介護保険制度の要介護３以上に相当すると会社が定める状態（※３）に該当し、その状態が180日以上継続したと医師により診断確定

（４）所定の高度障害状態に該当（※４）
	保険金額
	被保険者

	死亡給付金
（※５）
	保険期間中の死亡

	責任準備金額
	死亡給付金受取人


（※１）「２.七大疾病における所定の事由」をご覧ください。

（※２）「３.所定の就労不能状態」をご覧ください。

（※３）「４．会社の定める要介護状態」をご覧ください。
（※４）対象となる高度障害状態は、約款別表をご覧ください。

（※５）総合生活障害保障保険のみ

＜２＞悪性新生物の保障
悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して91日目（「悪性新生物の責任開始日」といいます。）に開始されます。

悪性新生物の責任開始日(責任開始期の属する日から起算して91日目)の前日までに悪性新生物と医師により診断確定されていた場合、七大疾病のうち、悪性新生物に対する保障はなくなりますが、悪性新生物以外の保障は継続します。この場合、悪性新生物を原因として、所定の就労不能状態、所定の要介護状態、所定の高度障害状態に該当したときには、総合生活障害保険金は支払われます。

なお、診断確定された日から起算して180日以内に契約者からお申出いただくことで、契約を無効にすることができます。お申出により無効となった場合、既払込保険料を契約者に払い戻します。
＜３＞契約の消滅

総合生活障害保険金または死亡給付金をお支払いした場合は、それぞれのお支払事由が生じたときからご契約は消滅します。
＜４＞ご契約者が法人の場合

ご契約者が法人のとき（※）、総合生活障害保険金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
（※）総合生活障害保障保険のときは、ご契約者が法人で、かつ、ご契約者が死亡給付金受取人の場合
＜５＞保険料のお払込みの免除
不慮の事故により以下の身体障害状態に該当した場合、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
	保険料払込免除事由

	対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1)１眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3)１上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
(4)１下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
(5)10手指の用を全く永久に失ったもの
(6)１手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失ったもの
(7)10足指を失ったもの
(8)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの



＜６＞保険金・給付金などの免責事由
	保険金・給付金など
	免責事由

	総合生活障害保険金
（就労不能）
（介護）

※七大疾病には免責事由はありません。
	①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の薬物依存


	総合生活障害保険金
（所定の高度障害状態）
	ご契約者または被保険者の故意

	死亡給付金
	①責任開始日（復活日）から３年以内の被保険者の自殺
②ご契約者の故意
③死亡給付金受取人の故意
　ただし、その方が死亡給付金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。

	保険料払込免除

	①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故


２．七大疾病における所定の事由
総合生活障害保障保険で保障する七大疾病における所定の事由とは、つぎの事由をいいます。
	七大疾病
	所定の事由

	悪性新生物
	悪性新生物の責任開始日以後に悪性新生物の責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と医師により診断確定（※１）（※２）
ただし「上皮内がん」（※３）「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象外です。

	急性心筋梗塞
	急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当
・初めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が継続したと医師により診断
・急性心筋梗塞の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術
①公的医療保険の手術料が算定される手術（※４）
②先進医療（※５）に該当する手術（※６）

	脳卒中
	脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当
・初めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断
・脳卒中の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術
①公的医療保険の手術料が算定される手術（※４）
②先進医療（※５）に該当する手術（※６）

	慢性腎不全
	慢性腎不全を発病し、つぎのいずれかに該当
・慢性腎不全により永続的な透析療法を開始
・慢性腎不全の治療を直接の目的とした腎臓移植術（※７）

	肝硬変
	肝硬変を発病し、つぎのいずれかに該当
・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤が破裂したと医師により診断
・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤の治療を直接の目的とした、つぎのいずれかの手術
①公的医療保険の手術料が算定される手術（※４）
②先進医療（※５）に該当する手術（※６）
・肝硬変の治療を直接の目的とした肝臓移植術（※７）

	糖尿病
	糖尿病を発病し、つぎのいずれかに該当
・糖尿病により糖尿病性網膜症を発病し、その治療を直接の目的とした網膜または硝子体に対する初めての手術。ただし、糖尿病性網膜症により、つぎのいずれかの状態に該当し、回復の見込みがないと医師によって診断されたときは、手術を初めて受けたものとみなします。
(ｱ) 視力の良い方の眼の視力が初めて0.07以下のもの

(ｲ) 視力の良い方の眼の視力が初めて0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
・糖尿病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽の治療を直接の目的とした１手の１手指以上または１足の１足指以上についての切断術


	七大疾病
	所定の事由

	高血圧性疾患
	高血圧性疾患を発病し、つぎのいずれかに該当
・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離が破裂（※８）したと医師により診断
・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術
①公的医療保険の手術料が算定される手術（※４）
②先進医療（※５）に該当する手術（※６）


（※１）悪性新生物の責任開始日前に悪性新生物と診断確定された場合には、悪性新生物の責任開始日以後に新たに悪性新生物と診断確定されても保障しません。
（※２） 悪性新生物の診断確定は、医師によってなされることを要します。また、病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより、医師が悪性新生物と診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。
（※３）上皮内がんには、非浸潤性・非侵襲性のがんを含みます。
（※４）医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。
（※５）厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
（※６）先進医療のうち、診断･検査･注射･点滴･全身的薬剤投与･局所的薬剤投与・放射線照射および温熱療法は対象外です。
（※７）自家移植は除きます。
（※８）大動脈壁の外膜が破れることをいいます。
３．所定の就労不能状態

「就労不能状態」とは、次表のいずれかに該当する状態をいいます。ただし、就労不能状態Ⅱについては、その状態の回復の見込みのない状態に限ります。

※詳しくは約款別表「就労不能状態」をご覧ください。

	項目
	就労不能状態Ⅰ
	就労不能状態Ⅱ

	１．所定の疾患等による障害
	つぎのいずれかに該当する状態
(1)心臓移植術を受けたもの
(2)人工心臓を装着したもの
(3)ＣＲＴ（心臓再同期医療機器）またはＣＲＴ－Ｄ（除細動器機能付き心臓再同期医療機器）を装着したもの
(4)永続的な透析療法を開始したもの
(5)腎臓移植術（自家移植は除きます。）を受けたもの
(6)人工肛門を永久的に造設し、かつ、人工ぼうこうを永久的に造設または尿路変更術を受けたもの
(7)人工肛門を永久的に造設し、かつ、完全排尿障害（カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする）状態にあるもの
	つぎの疾患による障害または身体の機能の障害により、日常生活が著しい制限を受けるもの
(1)呼吸器疾患
(2)心疾患
(3)肝疾患
(4)血液・造血器疾患
(5)悪性新生物

	２．眼の障害
	－
	両眼の視力または視野に著しい障害を残す状態

	３．耳の障害
	－
	両耳の聴力に著しい障害を残す状態

	４．平衡機能の障害
	－
	平衡機能に著しい障害を残す状態

	５．言語機能の障害
	－
	言語機能に著しい障害を残す状態

	６．上・下肢の障害
	つぎのいずれかに該当する状態
(1)両手の第１指（母指）を失い、かつ、両手の第２指（示指）または第３指（中指）を失ったもの
(2)１手の５手指を失ったもの
(3)10足指を失ったもの
(4)１下肢を足関節以上で失ったもの
	つぎのいずれかに該当する状態
(1)１上肢の機能に著しい障害を残すもの
(2)１手の５手指の機能に著しい障害を残すもの
(3)両手の第１指（母指）の機能に著しい障害を残し、かつ、両手の第２指（示指）または第３指（中指）の機能に著しい障害を残すもの
(4)１下肢の機能に著しい障害を残すもの
(5)両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
(6)両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
(7)１上肢および１下肢の機能に相当程度の障害を残すもの


４．会社の定める要介護状態
対象となる要介護状態とは、約款別表「対象となる要介護状態」に定めるつぎの（１）または（２）のいずれかに該当した場合をいいます。
（１）下記の①が全部介助または一部介助の状態に該当し、かつ、②から⑤のうち２項目以上が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
①歩行　　②衣服の着脱　　③入浴　　④食物の摂取　　⑤排泄
（２）器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定され、かつ、下記の②から⑤のいずれかが全部介助または一部介助の状態に該当したとき
①歩行　　②衣服の着脱　　③入浴　　④食物の摂取　　⑤排泄
Ⅲ．付加できる特約
１．年金支払特約
保険金の支払を一時支払に代えて年金でお支払いします。
なお、年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は年金基金設定時点の基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいて計算され算出されるものです。
※その他の総合生活障害保障保険、無解約返戻金型総合生活障害保障保険に付加できる特約は、新契約取扱規定等を参照ください。

Ⅳ．約款上の留意事項

１．払済保険（総合生活障害保障保険のみ）
＜１＞払済保険への変更

以後の保険料の払込を中止して、その時点での解約返戻金をもとに払済の総合生活障害保障保険（払済保険）にすることができます。通常、払済保険金額は元の契約の保険金額より小さくなります。

払済保険金額が会社の定める限度を下回る場合には、払済保険への変更を取り扱いません。



▲                     ▲                          ▲

契約              

＜２＞復旧

払済保険に変更した日からその日を含めて１年以内であれば、元の保険契約へ復旧することができます
２．減額
保険料の負担を軽減するために、保険期間の途中から保険金額を減らすことができます。減額部分は解約されたものとして取り扱い、解約返戻金があればご契約者に支払います。



▲                    ▲                          ▲

契約                

３．自動振替貸付（総合生活障害保障保険のみ）
保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過した場合でも解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計額より多い場合には、会社が貸し付けたものとして保険料を立て替えます。この場合、ご契約者は会社の定める利率により利息を支払います。ご契約者はいつでもこの貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。また、自動振替貸付が行われた場合でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて３か月以内に、払済保険への変更、保険金額の減額または保険契約の解約の請求があったときは、自動振替貸付は行わなかったものとします。

４．契約者貸付（総合生活障害保障保険のみ）
保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、ご契約者はその時点での解約返戻金の７割の範囲内で貸付を受けることができます。この場合、ご契約者は会社の定める利率により利息を支払います。
ただし、残存保険期間が短い場合には、貸付を受けられないことがあります。詳細は保全の取扱規定等を参照してください。

５．保険金等の支払期限
保険金等は請求書類が会社に到着した日の翌日から５営業日以内に支払います。

ただし、保険金等の支払に際して確認等が必要な場合、支払期限は次のとおりです。

（１）支払事由発生の有無の確認が必要な場合等　

60日

（２）上記（１）の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な場合　

照会や調査の内容により　90日・120日・180日

６．受取人の変更
＜１＞総合生活障害保険金

総合生活障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、ご契約者が法人の場合（※）、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、つぎの各号に定める範囲内で総合生活障害保険金の受取人を変更することができます。
（１）　ご契約者
（２）　被保険者
（※）総合生活障害保障保険の場合は、ご契約者が法人で、かつ、ご契約者が死亡給付金受取人の場合
＜２＞死亡給付金
ご契約者は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により死亡給付金受取人を変更することができます。また、ご契約者は法律上有効な遺言によっても、死亡給付金受取人を変更することができます。
７．未経過保険料の返還
払込方法が年払・半年払契約の場合、保険契約が消滅（注）したときまたは保険料の払込を要しなくなったときに、すでに払込まれた保険料のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以降に対応する未経過月数分（１か月未満の端数は切り捨て）の保険料相当額を未経過保険料として返還します。

【計算式】

・年払の場合

未経過保険料＝年払保険料×未経過月数÷１２

・半年払の場合

未経過保険料＝半年払保険料×未経過月数÷６

（注）主契約の解約や減額、保険金等の支払による消滅等を含みます。

８．保険金等の受取人による保険契約の存続（介入権）
＜１＞債権者等の解約について

ご契約者の債権者等による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から１か月を経過した日に効力が発生します。






＜２＞保険金等の受取人による保険契約の存続

（１）債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が会社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金等の受取人は契約を存続させることができます。

①　ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること

②　ご契約者でないこと

（２）保険金等の受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が会社に到達した時から１か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なうことが必要です。

①　ご契約者の同意を得ること

②　解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額（解約返戻金相当額）を債権者等に支払うこと

③　上記②について、債権者等に支払った旨を会社に対して通知すること。（会社への通知についても期間内に行なうこと）






＜３＞解約の通知が会社に到着した時から１か月の間に総合生活障害保険金・死亡給付金の支払事由が発生した場合の取扱い

会社が総合生活障害保険金・死亡給付金を支払うときは、その支払うべき金額の範囲内で、解約返戻金相当額を債権者等に支払います。

この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払う解約返戻金相当額を引いた残額があれば、その残額を保険金等の受取人に支払います。





	債権者等に支払う金額
	受取人に支払う金額

	解約返戻金相当額※
（保険金・給付金額が限度）
	その支払うべき金額から債権者等に支払った解約返戻金相当額を引いた残額


※解約返戻金相当額には、未経過保険料等を含みます。また、契約者貸付や自動振替貸付がある場合は、その元利合計額を差し引きます。
９．解約返戻金

「無解約返戻金型総合生活障害保障保険」は解約返戻金がありません。

契約に際しては、「解約返戻金のないことの説明」と「その説明に対するお客様の了知・確認」が法令等により義務づけられています。また解約・減額の際にも、「解約返戻金のないことに対するお客様の了知・確認」が必要となります。
１０．契約内容の変更可否一覧
契約内容変更の詳細は、保全の取扱規定等で確認してください。

	項目
	総合生活障害保障保険
	無解約返戻金型

総合生活障害保障保険

	保険金等の受取人の変更
	○
	○

	保険料払込方法の変更
	○
	○

	保険期間の変更
	○
	×

	保険料払込期間の変更
	○
	×

	増額
	×
	×

	減額
	○
	○

	契約者貸付
	○
	×

	保険料の自動振替貸付
	○
	×

	復活
	○
	○

	払済保険への変更
	○
	×

	同種の保険への変換
	○
	○


個人保険・商品解説書








総合生活障害保障保険








無解約返戻金型総合生活障害保障保険
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９０日





総合生活障害保険金





死亡給付金 （責任準備金額）





保険期間＝保険料払込期間





総合生活障害保険金





保険期間＝保険料払込期間





９０日
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払済後の


総合生活障害保険金





総合生活障害保険金





満了





払済保険に変更


（保険料払込中止）





総合生活障害保険金





減額後の


総合生活障害保険金





減額分





満了





減額


（以後減額後の保険料払込）





１か月





⇒１か月後に契約は消滅





▲


債権者等による


解約請求





１か月





⇒ 契約は継続





▲


債権者等による


解約請求





▲


受取人が� 解約返戻金相当額を


債権者等に支払う等





１か月





⇒契約は消滅





▲


保険金等の支払事由





▲


債権者等による


解約請求
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